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２０２３年１２月１日 

単位認定対象者 各位 

早稲田大学教育学部 

単位認定について 

 

 留学期間中に留学先の大学等において修得した単位（語学学校を除く）は下記のとおり認定しますので、認定を

希望される方は下記を熟読のうえ、申請してください（申請をしないと単位認定をうけることができません）。早

稲田大学以外で取得した科目は、卒業に必要な単位として、６０単位を上限として認定をうけることができます。

（但し、既に他大学の科目を認定している場合はその分も６０単位に含まれます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

［Ⅰ］認定の基準 

 

１．認定する科目と区分（原則として以下の認定区分［Ａ］に認定します。） 

科目の授業内容・学習時間等を確認したうえで、以下の認定区分［Ａ］・［Ｂ］のいずれかに認定を行います。 

認定区分[Ｂ]は例外対応です。原則、認定区分[Ａ]で申請してください。 

 

［Ａ］教育学部に設置されている科目に内容がほぼ該当すると認められた科目 

…教育学部設置科目として卒業単位に算入し、成績を読み替えて単位を認定します。 

 単位修得済み科目への単位認定、設定されている算入上限単位数を超えての単位認定はできません。 

 卒業単位に算入されない科目区分（随意科目、教職などの資格系科目）は認定対象外です。 

 カリキュラム上、履修が認められていない科目も認定対象外です。 

 （例 国語国文学科の学生が履修不可である英語英文学科 2年必修科目への認定はできません。） 

 

［Ｂ］教育学部設置科目に該当しないが、卒業単位として認定できると認められた科目【例外対応】 

…科目区分・系列を指定し、留学先機関設置の科目名で卒業単位に算入します。 

 留学先で取得した科目の授業時間数に関わらず、認定単位は 2単位となります。 

 

 

  

⑤-1 

●単位認定の結果は２０２３年度の科目登録の年間履修制限単位数には含まれませんので、科目登録は通常どおり年間

履修制限単位数まで登録可能です。 

●オンライン授業（全体の授業時数における対面での実施比率が半分未満であるもの）により修得した単位は、学科・専攻・

専修の定める卒業所定単位数から６４を除いた単位数を卒業単位算入上限としています。留学期間中に修得した単位を

認定する場合、留学先の授業方法に依拠して判断します。例えば、留学先で履修した科目がオンライン実施の場合、認定

先の早稲田大学の科目が対面実施であってもオンライン授業の卒業単位制限の適用を受けることになります。逆に留学先

で履修した科目が対面実施の場合には、たとえ認定先の早稲田大学の科目がオンライン実施であってもオンライン授業の卒

業単位制限の適用は受けません。 
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【注意事項】 

単位認定可能な科目区分・科目は以下のとおりです。 

 科目区分・科目 注意事項 

認定対象の 

科目区分・科目 

（１）共通科目 

（２）外国語Ａ 

（３）外国語Ｂ 

（４）専門教育科目（必修・選択） 

（５）専門教育科目（他学科・他専修） 

各学科・専攻・専修が設定する科目区

分別の卒業単位算入上限を超えて認

定することはできません。 

認定対象外とする 

科目区分・科目 

（６）他学部科目 

（７）他大学科目 

（８）自由選択科目 

（９）教職課程科目 

（10）図書館司書・司書教諭科目 

（11）博物館学芸員科目 

（12）随意科目 

（13）「憲法」 

（14）「卒業論文」「卒業研究」 

教育学部以外の設置科目は単位認

定をすることができません。但し、英語

英文学科のみ、専門選択科目に振り

替えることが可能なグローバルエデュケ

ーションセンター科目（授業ガイドを参

照のこと）を認定区分［Ａ］として申

請することができます。 

①共通科目、専門教育科目の内、「憲法」「卒業論文」「卒業研究」は単位認定の対象外です。 

②ゼミの単位認定を希望する場合は、ゼミ担当教員の内諾を得たうえで申請してください。ただし、学科・専攻・専修によってはそ 

の他にも条件を設けている場合がありますので、事前に授業ガイドの《履修上の注意》を参照してください。 

③認定区分［Ｂ］に認定を行うのは例外的な場合です。例えば「外国語科目（上級）」のように、該当する科目系列に教育 

学部設置科目数が少ない場合に、例外的に［Ｂ］として認定することを認めます。可能な限り、認定区分［Ａ］として申請 

してください。 

④外国語Ａ系列・外国語Ｂ系列またはその他の外国語に認定する場合には、未修得であるレベルの科目で下の方から認定しま 

す。（例 英語中級の単位を未修得の場合は、英語中級から認定申請をしてください。） 

⑤既に単位修得済みの科目、同一科目の別クラスへの認定はできません。ご自身の単位修得状況をよく確認して申請してくださ 

い。（例 英語中級（TOEIC）１Ａの単位を修得済みの場合、Ｃクラスへの認定はできません。） 

⑥履修に際して前提条件が設定されている科目の単位認定を行う場合、前提科目の単位を修得済みであるか、前提科目を同 

時に単位認定申請する必要があります。 

⑦［Ａ］として認定する場合は、留学先で取得した複数の科目を合わせて教育学部の１科目として認定することが可能です。 

逆に、留学先で取得した１科目を教育学部の複数の科目に［Ａ］として認定することも可能ですが、その分授業時間数が必 

要となりますので注意してください。 

（例 留学先で取得した1科目4単位の授業時間数が2250分であれば、[Ａ]区分で専門教育科目2科目4単位分【必 

要時間数は 2160分】の単位認定申請が可能です。） 

⑧同じ大学に留学した方の単位認定結果と同じになるとは限りません。また、別の方が認定された科目も認定されるとは限りませ 

ん。(学科専修主任の判断、本人の認定希望科目系列、面接、成績、レポートの内容等により異なります。) 

⑨認定科目の申請の際は、単位認定を希望する留学先科目を全て申請してください。申請後に認定希望科目を追加することは 

一切できません。なお、明らかに認定の対象とならない科目（教育学部に存在する科目から内容がかけ離れている等）を希望 

しないよう、熟考してから申請してください。 

⑩教育職員免許状を取得するための科目として認定を受けられるかについては、以下を確認してください。 

 「教育職員免許法施行規則第 66条の 6 に定める科目」への認定 

・「日本国憲法」…認定できません。 

・「体育（実技）」…認定できません。 
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・「外国語コミュニケーション」…審査により認定できる場合があります（教育学部設置科目に限る）。 

・「数理データ活用及び人工知能に関する科目」…認定できません。 

・「情報機器の操作」…審査により認定できる場合があります（教育学部設置科目に限る）。 

 

「教育職員免許法施行規則第 3条、第 4条及び第 5条」、「教育職員免許法施行規則第 7条」に定める科目への認定 

・「教科に関する専門的事項」…審査により認定できる場合があります（教育学部設置科目に限る）。 

・「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」…認定できません。 

・「教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に設定する科目」…認定できません。 

⑪申請書類に不備があることが判明した場合、申請を却下、または申請書類の一部を書き直していただく等の対応をとります 

のでご留意ください。 
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２．認定基準授業時間数  

１）海外大学への留学の場合 

認定単位数に応じて、次の授業時間数を必須とします。 

①４単位 … ２１６０分以上 例）９０(分)×２４(週)＝２１６０(分) 

２単位 … １０８０分以上 例）９０(分)×１２(週)＝１０８０(分) 

１単位 …  ５４０分以上 例）９０(分)× ６(週)＝ ５４０(分) 

 

   但し、次の場合は必要履修時間数が異なりますので注意してください。 

[語学・演習科目（ゼミ）] および [実験・実習・実技科目]として認定する場合 

②４単位 … ４３２０分以上 例）９０(分)×２４(週)×２＝４３２０(分) 

２単位 … ２１６０分以上 例）９０(分)×１２(週)×２＝２１６０(分) 

１単位 … １０８０分以上 例）９０(分)× ６(週)×２＝１０８０(分) 

 

いずれの場合も、科目の設定単位数を変更して認定することはできません。例えば、４単位として定められている教育

学部設置科目を、留学先の授業時間数に応じて２単位に変更して認定することはできません。 

 

２）同志社大学への留学の場合 

授業時間ではなく、同志社大学における単位数≧本学の単位数と考えます。例えば同志社大学で履修した２単位の科

目は、本学の２単位（または１単位）の科目に振り替えることができます。後述の「留学帰国生単位認定表」（所定

用紙）には授業時間数を記入する必要はありません。 

 

３．成績の読み替え  

認定可と判断された科目の成績は、原則として次の基準で読み替えます。ただし、同志社大学への留学の場合は、この限りで 

はありません。 

留学先の評価 教育学部の評価 留学先の評価 教育学部の評価 

Ａ＋ Ａ＋（９５点） Ｂ Ｂ（７５点） 

Ａ Ａ＋（９０点） Ｂ－ Ｂ（７０点） 

Ａ－ Ａ（８５点） Ｃ＋ Ｃ（６５点） 

Ｂ＋ Ａ（８０点） Ｃ，Ｃ－ Ｃ（６０点） 

※上記Ａ～Ｃ以外に、単位は与えるが成績はつかないという評価方法等により、上表による読み替えが困難なものについて 

は、原則として、該当大学のカタログでその評価が、Ｃ以上、Ｄ以上であるといった最低ラインが確認できればその最低ライ

ンの評価を与える。 

 

４．私費留学者の在学年数および単位認定料  

私費留学者は、留学期間は在学期間に算入されません。ただし、私費留学中に修得した単位の認定を受け、かつ単位認定 

料（在学期間に算入する年度により異なる。文系 約36,400円/1単位、理系 約52,600円/1単位）を支払うことによ 

り、私費留学期間を在学期間に算入することができます。ただし、この場合の単位認定料は、留学中免除した授業料、施設 

費、教育環境整備費、全学グローバル教育費の合計額が上限となります。 
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［Ⅱ］認定の申請 

 

１．認定の申請手続  

単位認定を希望する方は、次の必要書類を 2 月１６日（金）までに教育学部事務所に提出してください。提出は窓口、メ

ール、郵送にて受け付けます（郵送の場合は２月１６日必着）。原則として、期間外の申請は受け付けません（※）。次

項目に挙げる提出書類が全て揃わないと単位の認定はできません（申請を受理しません）のでご注意ください。 

なお、２月4日（日）～２月２４日（土）は入試に伴う早稲田キャンパス構内立ち入り禁止期間となりますので、この期間

についてはメール、郵送にてご提出ください。 

郵送先：〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1 早稲田大学教育学部事務所 学務係 成績担当宛 

メール ：seiseki-kyouiku@list.waseda.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．提出書類  

①「留学帰国生単位認定表」（所定用紙あり）※留学先の授業時間数を必ず記入してください。 

② 留学先の成績証明書（コピー） 

※お手元にない場合、Web成績照会画面の印刷等、成績が確認できる代替書類を提示してください。後日、必ず正式な 

成績証明書（コピー）を提出してください。 

③「留学帰国生単位認定レポート」（所定用紙あり） 

④ シラバスのコピー 

復学年度（2024年度）の前年度科目シラバス（2023年度）および留学先の科目シラバス、を両方提出してくださ

い。Ｂ区分で認定の場合は早稲田大学の科目シラバスは不要です。なお、2024年度に新設された科目への単位認定は

できません。2023 年度に休講であった科目への単位認定は可能です。この場合、WEB シラバスの過年度検索にて、直

近の開講された年度のシラバスを出力してください。 

 

 

 

 

 

⑤単位認定申請書類提出前チェックリスト 

 

 

  

※やむを得ず期限内の提出ができない場合は、必ず事前に事務所にメール 

（seiseki-kyouiku@list.waseda.jp 宛て）でその旨を連絡してください。事前連絡があった場合は、期限後でも 

申請を受け付けます。この場合、認定が秋学期の科目登録期間に間に合わない場合がありますので、この点ご了承く 

ださい。 

※単位認定審査には、申請いただいてから数週間の期間を要します。春学期の科目登録期間前に認定可否を知りたい 

場合、必ず２月１６日（金）までに申請してください。 

【重要】EX、私費留学を終えた方で、２０２４年４月より延長生となる方は、単位認定の有無が延長生学費計算に関

わる場合があります。認定申請をお考えの場合、書類が整っているか否かに関わらず、２月１6 日（金）までに

必ず事務所までご一報ください。  

【重要】留学中に留学先科目のシラバスを出力しておいてください。 

大学によっては帰国後にシラバスを出力できない場合もあります。 

単位認定審査に必要な書類が揃わない場合は審査を行うことができませんので、単位認定を見据え、留学中に授業概要が

わかる資料を準備しておくことを推奨します。 
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３．単位認定の面接実施について  

単位認定書類提出後、必要な場合には学科・専攻・専修主任との面談を実施します。その場合、ご登録の携帯電話か 

Waseda メールへご連絡いたしますので、こまめに確認をしておいてください。 

 

４．「留学帰国生単位認定表」の記入時の注意 ※別紙の記入例も参考にしてください。  

①「申請番号」は「留学先修得科目」１科目ごとに１．２．３…の連番を振ってください。（２枚目以上となる場合は、最初 

のページから数えた連番） 

②「認定希望区分」は前ページの１．認定する科目と区分の基準に従って認定区分［Ａ］［Ｂ］のいずれかに○をしてくだ 

さい。 

③「科目区分」「科目系列」は授業ガイドの「履修方法と卒業要件」の記載区分に従ってください。 

④「科目」「配当年次」「単位」は授業ガイドの「授業時間割」の記載区分に従ってください。 

⑤外国語科目に指定する場合は「科目系列」で必ずレベルを指定してください。また、備考欄に、修得済のレベルを次のように 

記載してください。 

例：「○○語の基礎４単位・○○語のコミュニケーションの基礎２単位 修得済」 

⑥認定区分［Ｂ］に該当する科目は、認定希望科目名・配当年次は記載不要です。 

⑦留学先大学での授業形態について、科目ごとに「対面」「オンライン」「非常時オンライン」のいずれかに☑を入れてください。授 

業実施方法の定義の詳細については以下を参照してください。 

https://www.waseda.jp/navi/doc/class_modality_categories.pdf 

 

 

  

【「留学帰国生単位認定レポート」作成上の注意事項】 

（１）留学先修得科目１科目につき１枚提出してください（裏面使用可）。 

（２）申請番号は、「留学帰国生単位認定表」と同じものを記入してください。（５-②参照） 

（３）留学先機関で単位を修得した科目が、教育学部の科目として単位認定するにふさわしいことを明快に説明して 

ください（講義や演習の内容、および難易度について）。内容の分量が所定用紙表面相当を満たしていない 

場合は受理できない場合もありますのでご注意ください。 

（４）所定用紙は１枚のみの同封のため、必要科目分コピーしてご利用ください。または、所定の内容が記載されてい 

れば所定用紙でなくても構いません。複数毎を提出の際は申請番号別に次の順番に並べたものをクリップ留め・ 

ホチキス留めをせずに提出してください。 

 

  ＜提出時の書類並び順（例）＞ 

  ↑ １．留学帰国生単位認定表 

  書 ２．留学先の成績証明書（コピー） 

  類 ３．(申請番号 1)①留学帰国生単位認定レポート ②早稲田大学シラバス ③留学先シラバス 

  並 ４．(申請番号 2)①留学帰国生単位認定レポート ②早稲田大学シラバス ③留学先シラバス 

  び ５．(申請番号 3)①留学帰国生単位認定レポート ②早稲田大学シラバス ③留学先シラバス 

  順 ６．(申請番号 4)①留学帰国生単位認定レポート ②早稲田大学シラバス ③留学先シラバス 

     ７．単位認定申請書類提出前チェックリスト 

  ↓ （上記の順番で書類を重ね、クリップ留め・ホチキス留めをせずに提出してください。） 

https://www.waseda.jp/navi/doc/class_modality_categories.pdf
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［Ⅲ］認定結果 

 

申請内容は、面接実施以降の教授会（8月以外は毎月中旬に開催）で可否が審議されます。認定の可否が決定しましたら、

Waseda メールでその旨をお知らせします。認定された科目は原則として２０２３年度の成績として、認定の可否が決定した

月末までに反映予定です。教授会決定後に、申請内容を変更することはできません。 

なお、認定科目が確定した後、もし認定された科目と復学後に登録した科目が一致してしまった場合は、教育学部事務所に

必ず申し出てください。当該科目の科目登録を取り消します。なおこの場合、科目登録において追加登録は認められませんので、

このような事態とならないよう、認定科目の申請には充分ご注意ください。 

 

以 上 

 

早稲田大学教育・総合科学学術院事務所 

学務係 成績担当 

  E-mail：seiseki-kyouiku@list.waseda.jp 

TEL：03-3202-2379（平日 9時～17時） 

 
●12月29日（金）～1月8日（月）は冬季一斉休業期間および祝日のため事務所閉室となります。お問い合わせをいただいても、 

ご返信が 1月9日（火）以降となりますのでご了承ください。 

●2月４日（日）～2月24日（土）は入試に伴う早稲田キャンパス立入禁止期間となります。この期間のお問い合わせはメールもしくは

お電話にてお願いいたします。 

mailto:seiseki-kyouiku@list.waseda.jp

